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令和５年第５回国立市農業委員会総会日程 

 

１． 日  時   令和５年５月２４日    午前１０時００分開会 

                       午前１０時４６分閉会 

 

２． 場  所   国立市役所２階 議会委員会室 

   出 席 者 

    １．遠藤 利光  ２．遠藤 良信  ３．北島 直芳 

    ４．小鹿倉 薫  ５．佐伯 達哉  ６．澤井  武 

    ７．鈴木 政久  ８．関  貞雄  ９．関  藤子 

   １０．田中 賢治 

 

   事 務 局 

   事務局長   堀江 祥生  農政係長  名古屋 悠 

   農政係主任  山本 雅一  農政係主任  檜垣  賢 

   会計年度任用職員  澤田 恵美子 

 

３．議事録署名委員の指名 

 

４．専決処理の報告 

（１）農地法第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書     １件 

（２）農地法第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書     １件 

 

５．協議事項 

（１）第６３回企業的農業経営顕彰事業の実施について 

（２）第４３回農業後継者顕彰事業の実施について 

 

６．報告事項 

（１）令和５年度稲作体験学習会事業について 

（２）生産緑地地区指定に伴う農地等について 

 

７．その他 

（１）４月農業委員活動記録カード集計結果 

（２）６月総会日程について 

   ６月２２日（木）１０：００～  市役所３階 第４会議室 
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令和５年第５回農業委員会総会 

令和５年５月２４日 

 

【遠藤会長】 おはようございます。５月の農業委員会総会を始めさせて頂きます。議事録署名委

員に鈴木政久委員、関貞雄委員、よろしくお願い致します。専決処理の報告２件、お願い致します。 

【事務局長】 まず農地法第４条の届出ですが、資料１ページをご覧ください。番号は７番となり

ます。土地の所在、地目、面積、届出者の氏名、住所、職業、転用の目的、転用の時期、周囲の状

況は記載のとおりとなります。場所は２ページの案内図をご覧ください。続きまして、農地法第５

条の届出についてご説明させて頂きます。３ページをご覧ください。番号は５番となります。農地

の所在、地目、面積、権利の内容、譲渡人の氏名、住所、職業、譲受人の氏名、住所、職業、転用

の目的、転用の時期、周囲の状況は記載のとおりとなります。場所は４ページの案内図をご覧くだ

さい。説明は以上です。 

【遠藤会長】 私が現地確認をして特に問題はございませんでしたので、専決処理をさせて頂きま

した。この件についてよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【遠藤会長】 協議事項に入ります。（１）第６３回企業的農業経営顕彰事業の実施について、お願

いします。 

【事務局】 資料５ページ、６ページをご確認ください。毎年のことではあるのですが、企業的農

業経営顕彰事業についての推薦者の依頼が東京都農業会議から来ています。推薦の期限が８月３１

日（木）で少しまだ間があるのですが、今日お時間を頂いて皆さんで協議できればと考えています。

６ページに推薦の基準等が書いてございまして、（２）農業収入については、原則は５００万円以上

という基準がございます。他のところもご確認頂きまして、この場でもし推薦頂ける方がいらっし

ゃいましたらご発言頂いて、皆さんで協議頂ければと思います。巻末に過去の履歴をおつけしてい

ますので、併せてご参照頂ければと思います。 

【遠藤会長】 直近ではＡさん、その前がＢさん、その方と同級生でＣさんということで、昨年こ

の順番で行ったらどうかというお話がございましたけれども、もしそのような形でよろしければ、

田中委員いかがでしょうか。 

【田中委員】 Ｃさんが承諾すればよいのではないでしょうか。 

【遠藤会長】 では、田中委員から当たって頂いてもよろしいでしょうか。 

【事務局】 結果を事務局までご報告頂いて、ご承諾頂けるようでしたら改めて会長を含めてご挨

拶に上がります。 

【田中委員】 了解しました。 

【遠藤会長】 続きまして、（２）第４３回農業後継者顕彰事業の実施について、お願いします。 

【事務局】 資料７ページ、８ページになります。同じく顕彰事業がもう一つございまして、農業

後継者顕彰事業となります。先ほどのものより締切りが１か月早くて７月３１日（月）までに東京

都農業会議への書類等の提出を求められているところです。７ページの下段から、推薦に当たって

の留意点が書いてございまして、おおむね５００万円以上の年間農業収入というところが要件には

なるのですが、候補者本人が認定農業者またはご家族に認定農業者の方がいらっしゃってご本人も

行く行くは認定農業者になられる方である場合は、農業収入についてはおおむね５００万円の半分
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以上とすると書かれています。その他年齢は３９歳以下という縛りがあり、他の要件もご確認頂け

ればと思いますが、本日協議頂いて、ご推薦頂ける方がいらっしゃいましたらご発言頂ければと思

います。よろしくお願い致します。 

【遠藤会長】 売上げは置いておいても、３９歳以下の農業をやっている方、ご存じでしょうか。

各地区いかがでしょうか。青柳はいない。四軒在家はいない。久保はいますか。 

【田中委員】 いるけれども、まだ始めたばかりで収穫もしていないから、来年とかその次なら考

えられます。年齢的にはあとはいないと思います。 

【遠藤会長】 それでは、候補者がいないので今回は見送るということでよろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

【遠藤会長】 報告事項に入ります。（１）令和５年度稲作体験学習会事業について、お願い致しま

す。 

【事務局】 資料は９ページから１５ページまでとなりますが、順にご説明させて頂きます。まず

９ページですが、皆さんにも前回までの総会で多々確認頂いた予定表ですが、現任の皆様と作業を

する最終の予定が７月１３日の草刈りとなりますので、そこまでの予定を改めて本日ご確認頂けれ

ばと思います。この後、６月１５日（木）に田植え準備を皆さんで行う予定でございまして、田植

え本番は６月２０日、その下、ゲストスピーカーが各校ございまして、６月１日から順次始まる予

定となっていますので、担当の皆様におかれましてはどうぞよろしくお願い致します。この後、田

植えの準備の持ち物等を確認できればと思いますので、私からの報告の後でご相談をさせて頂けれ

ばと思います。１０ページ、１１ページが、これも毎年頂いているものですが、教育委員会から各

児童にお配りする資料になっていますので、新しい情報はあまりないのですが、ご参考までにおつ

けしました。ご覧になって頂ければと思います。１２ページ、１３ページが田植え当日のスケジュ

ールになるのですが、今朝皆さんにご相談をさせて頂いて了承を頂いたとおり、今年の田植えはコ

ロナ以前に戻して、午前中で何とか終えられるように予定をしています。１２ページと１３ページ

の内容が少しかぶっていますので、１３ページをご確認頂ければと思います。計３回に分けて、１

回目が３校、２回目が３校、３回目が２校ということで振り分けさせて頂きました。各担当の方々

も、Ａ班、Ｂ班、Ｃ班と分担しましたので、ご自身のお名前があるところをご確認頂ければと思い

ます。ご留意頂きたいのが２回目と３回目で、例えば２回目だと八小だけ少し時間がずれています。

開始の時間は一緒ですが、バスの関係で１０分早めに繰り上げて、３回目は、二小が少し早く来て

少し早く帰る、これもバスの都合ですが、臨機応変な対応が求められることになっています。担当

でいくとＣ班の北島委員、関藤子委員、澤井委員が影響を受ける対象になっていますので、足りな

いところは事務局もフォローをして混乱がないように行いますが、あらかじめご承知おき頂ければ

と思います。全体が１２時で子供たちは帰りますので、お昼休憩を１時間ほど挟みまして、苗の抜

けがあるところの補植などを午後に対応して、２時ぐらいには終了するように考えています。何か

ご質問があればこの後頂ければと思います。１４ページが毎年おつけしている図面になります。９

時からセレモニーがございまして、理事者、議長、農協の方々にもお越し頂いて、１５分ほど行う

予定です。今年は開始が２校ではなくて３校で、セレモニーに参加する学校も３校になりますが、

混乱のないように執り行えればと思っています。児童たちは、この赤の矢印に沿って水田に向かっ

て南から北に進んでいくような形になりますので、色分けしたとおりに時間が分かれて、隣り合っ

て進まないように飛び石で各校離れて、管理がしやすいようにと色分けをしています。一番混乱が
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あるかなと思うのは、田植えなので、泥だらけになるような子もいれば、当然、足は全員汚れたま

ま上がることになるので、さとのいえの前で水洗は多く用意して、先生方にもご協力頂いて、子供

たちの足を簡単に洗って帰ってもらいますので、ここがなるべく滞留しないように、ここも事務局

でしっかり見ながらできればと思っています。最後１５ページが、６月１５日の事前準備の際にあ

らかじめ皆さんに苗箱の苗を１箱ごとに１８等分して頂く段取りになっていますので、こちらも作

業の参考になればと思いましておつけした次第です。私からは以上となりますが、何か全体を通し

てご質問、ご不明な点があれば頂ければと思います。よろしくお願い致します。 

【遠藤会長】 ９ページに戻って頂いて、順番に決めていきたいと思います。それぞれの動きが書

いてありますけれども、先ほど事務局のほうから、その日の備品ということでお話を頂きました。

まず６月１５日、田植え準備ですけれども、持ってこられる人は切れる包丁を持ってきて頂きたい。

あと草刈機。一輪車がある方は一輪車。スズランテープは事務局でよろしいですか。 

【事務局】 はい。 

【関（藤）委員】 去年、水が多くて、ちゃんと植えられないで根っこがつかなかったりするよう

なところがあったけれども、水の調整というのはどうするのでしょうか。 

【遠藤会長】 水口のほうの水位が高くて逆流してくることがあるから、前日に水を止めても 

Ｕ字溝のほうが高いから地肌が出ていて、Ｕ字溝をある程度空にしないと、水が抜けないと思いま

す。 

【北島委員】 代が平らにできていないから。 

【田中委員】 やってみないと分からないですね。 

【鈴木委員】 複数の田んぼを１枚にしているから、しようがないですね。とりあえず前の日、夕

方止めるかどうか様子を見てみましょう。 

【遠藤会長】 稲作についてはよろしいですか。あとゲストスピーカーは、役割分担は当日でも大

丈夫ですね。申し訳ないですが、稲を作っている方は稲作の流れのご説明のほうをお願い致します。

稲作について皆様から他にご質問はございますか。ないようでしたら、よろしくお願い致します。

続きまして、（２）生産緑地地区指定に伴う農地について、お願い致します。 

【事務局】 資料１６ページ、１７ページになります。令和５年度にかけて生産緑地の追加指定が

ございまして、農地の現地確認について、国立市長から会長宛てに照会文が来ています。１７ペー

ジに、今回、生産緑地地区追加指定を申請された農地の一覧が記載されています。申請者の氏名、

申請者の住所、筆数が合計で４、合計面積は記載のとおりとなっていまして、右に進むと４筆の状

態が書いてございます。これにつきましては既に現地確認を委員の皆さんにして頂きまして、市長

宛てに問題のない旨を報告させて頂いたところですので、本日の委員会の場でも皆さんに共有をさ

せて頂きます。以上です。 

【遠藤会長】 ありがとうございます。５月１０日の種まきの後に、私、職務代理、両班長で現地

確認させて頂きまして、特に問題はないのでご報告をさせて頂きました。その他ですが、（１）４月

農業委員活動記録カード集計結果、お願い致します。 

【事務局】 ４月の農業委員活動記録カードの集計結果をご報告致します。Ａ「総会」１０件、Ｃ

「その他の会議・会合」１件、Ｇ「現地確認」２件、計１３件、以上です。 

【遠藤会長】 ありがとうございます。続きまして、（２）６月の総会日程について、お願い致しま

す。 
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【事務局】 ６月の総会日程は、６月２２日（木）１０時から、市役所３階の第４会議室になりま

す。現任の皆様と行う最後の総会になってしまい大変寂しい限りです。田植えの直後ということで

皆様お忙しいところかと思いますが、ぜひご出席頂ければと思います。よろしくお願い致します。 

【遠藤会長】 それでは、以上をもちまして総会を終了させて頂きます。 

－了－ 


